
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆電子申請の導入 

９月 10 日、協会けんぽは、電子申請サイトの開設と

「けんぽアプリ」のリリースを行い、マイナンバーカ

ードを利用して本人確認のうえ、手続きを行う仕組み

を準備中であると公表しました。 

 

◆電子申請による手続きイメージ 

資料によれば、傷病手当金や出産手当金、出産育児金、

高額療養費などの申請書が対象となっています。マイ

ナ保険証を持っていない被保険者向けに紙の保険証

に代わって発行される資格確認書の交付申請書も、対

象となっています。 

手続きフローとしては、協会ホームページまたは「け

んぽアプリ」から電子申請サイトにログインして希望

する申請書を選択し、申請情報を入力の上、必要な添

付書類は電子ファイルでアップロードするというも

のが示されています。 

審査に関する通知もシステム上で行われ、確認画面に

ステータスを表示することとなっています。ただし、

示されているのは被保険者自身が手続きを行うフロ

ーのみのため、会社の担当者や手続きの委託を受ける

社会保険労務士がどのように手続きを行うのかは、現

時点で明らかにされていません。 

 

◆いつから導入される？ 

資料によれば、令和８年１月からのサービス開始が予

定されており、電子申請のほかに健康づくりに関する

コンテンツ配信などが予定されています。 

その後、検証の上、令和 10 年１月には「健診予約」

や「デジタルな健康手帳」等、加入者の利便性向上に

資するプッシュ型の機能の実装と入社と同時に自動

的にアプリをインストールするような仕組みを構築

するとされていますが、あくまで構想とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険の被扶養者としての届出に係る者（以下「認

定対象者」という。）の年間収入については、認定対

象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の

見込みなどから、今後１年間の収入の見込みにより判

定されていましたが、令和８年４月からは、就業調整

対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高める

ため、次のとおり、労働契約段階で見込まれる収入を

用いて被扶養者の認定を行うこととされました。 

 

◆労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収

入が 130万円（認定対象者が 60歳以上の者である場

合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の

受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっ

ては、180 万円。認定対象者（被保険者の配偶者を除

く。）が 19歳以上 23歳未満である場合にあっては 150

万円）未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、 

(1) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場

合には、被保険者の年間収入の２分の１未満であると

認められる場合 

(2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない

場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少な

い場合には、原則として、被扶養者に該当するものと

して取り扱う。 
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健康保険の被扶養者認定は 

労働契約内容で年間収入を判定 

域最低賃金の改定について 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

協会けんぽの手続きに電子申請を導入 


